
引野ひまわり学園 児童発達支援事業所「ちょこれいと」 

『グループ外来療育について』 

 
 
 

【対象】 

・北九州市在住のお子様（３～５歳児）とご家族を支援いたします。引野ひまわり学園は主に八幡西区（折尾方面を除

く）、八幡東区の保育所(園)、幼稚園、認定こども園などに通っているお子さまが対象です。詳細は学園にご確認ください。 

【内容】 

・保護者の方と来園していただき、年齢や発達の課題に応じたグループ(10 人程度)で活動します。 

・社会性やコミュニケーションの課題を中心に認知や運動、生活の課題を実施します。 

・「個別支援計画」を作成して目標を明確にし、発達を支援します。 

・モニタリング（成長の把握や支援の見直し等）を定期的に行い、ご家族と情報を共有します。 

【頻度・時間帯】 

・月曜日から金曜日のいずれか決まった曜日で日程を組みます。 

・頻度は月 2 回実施（令和 6 年度実績）、令和 7 年度は月 2～4 回を検討中。 

・14 時以降、1 時間 45 分程度の活動を行います。    

【通所形態】 

・ご家族と通園していただきます。ご家族も同室にてお子様の様子を観察していただきます。 

・毎回プログラムの内容や目的について文書で配布しお知らせしています。   

【利用料・手続き】 

・幼児教育・保育無償化対象事業のためご家族の負担はありません(無料) 

・サービス利用に際して「受給者証」が必要となりますので、ご不明な点は引野ひまわり学園までご連絡ください。 

 

お問い合わせ先：引野ひまわり学園 八幡西区鉄王１丁目１１－３０ ℡621‐0015  

お子さまの発達や成長に不安や困りごとはないですか？ 

社会性やコミュニケーションを中心に、専門のスタッフがお子様の支援やご家族の相談に応じます。 

令和 6 年 12 月 1 日 

保護者の方のご希望に応じて、お子さまが在籍している幼稚園・保育所等を訪問し活動の様子を確認します。支援計画を作成して

担任の先生と一緒にお子さまの支援に取り組みます。＊幼稚園・保育所などの所在地により担当するひまわり学園が決まっています。 

 

令和 7 年度 

   

※利用を希望される方は、引野ひまわり学園 児童発達支援事業所「ちょこれいと」までお電話ください。 

   電話にて日程調整後、面接をさせていただきます。面接日はお子様と一緒にご来園下さい。             

 ※令和 7 年度の申し込みは、令和７年１月２７日（月)１０時より随時受け付けます。 

   利用希望者が一定数を超えた場合は、グループに空きが出るまで、お待ちいただくことがあります。 

♪保育所等訪問支援事業は引野・若松・到津ひまわり学園ともに行っています♪ 

(別途受給者証の申請が必要です) 

 

【申し込み方法】 

ひまわり学園のホームページはこちらです 


